
船舶事故調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年５月１９日 １２時１０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市答志島南岸沖 

 答志和具港南防波堤灯台から真方位２２９°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°３０.４′ 東経１３６°５２.５′） 

事故の概要  プレジャーヨットSairam
サ イ ラ ム

 Ⅱ
ツー

は、西南西進中、わかめ養殖施設に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年６月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット Sairam Ⅱ、５トン未満（長さ８.６３ｍ） 

 ２６０－４０１４５愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 バラストキール下部に擦過傷 

わかめ養殖施設 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人２人を乗せ、鳥羽市鳥羽港に

寄港する目的で、機帆走により自動操舵で菅島水道の答志島南岸寄り

を約６ノットの対地速力で西南西進していた。 

 船長は、舵輪の後方でベンチに腰を掛け、時折下方を向いてベンチ

の上に置いた食事をとりながら操船していたところ、前方の黒色の浮

き玉に気付くのが遅れ、減速したものの、本船が、‘答志島南岸沖の

わかめ養殖施設’（以下「本件施設」という。）に乗り揚げた。 

 本船は、船長が１１８番通報を行い、海上保安部から連絡を受けた

漁業協同組合の漁船によって引き出された後、自力で鳥羽港に入港し

た。 

船長は、以前通航した答志島西岸沖に養殖施設が設置されているこ

とを知っていたものの、初めて通航する菅島水道の答志島南岸沖に養

殖施設を見掛けなかったので、航行の支障となるものはないと思っ

た。 

船長は、初めて通航する菅島水道の本件施設が設置されていること

を知らず、答志島西岸沖寄りのみに養殖施設があると推察して出航し

たが、事前に養殖施設の設置状況を調べておくべきだったと思った。 

船長は、航程を短縮する目的で、菅島水道の答志島南岸寄りを航行

することとしたものの、同水道の中央寄りを航行すれば良かったと思



っていた。 

本船のＧＰＳプロッターには、本件施設が表示されていなかった。 

本船の喫水は、センターキール下端まで約１.８ｍであった。 

分析 本船は、西南西進中、船長が、初めて通航する菅島水道の本件施設

が設置されていることを知らない中、航行予定海域には航行の支障と

なるものはないと思い、下方を向いて食事をとりながら航行を続けた

ことから、本件施設に向かっていることに気付くのが遅れ、黒色の浮

き玉を見て減速したものの、本件施設に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、以前通航した答志島西岸沖に養殖施設が設置されているこ

とを知っていたものの、初めて通航する菅島水道の答志島南岸沖の養

殖施設の設置状況を調べておらず、答志島西岸沖寄りのみに養殖施設

があると推察して出航したことから、本件施設が存在することを知ら

なかったものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が西南西進中、船長が、初めて通航する菅島水道の

航行予定海域には航行の支障となるものはないと思い、下方を向いて

食事をとりながら航行を続けたため、本件施設に向かっていることに

気付くのが遅れ、黒色の浮き玉を見て減速したものの、本件施設に乗

り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、操船に集中し、常時適切な見張りを行うこと。 

・船長は、事前に養殖施設の設置状況を確認するなど航行予定海域

の水路調査を行い、同海域の水路状況を把握して航行すること。 

 


